
登録の区分

　住宅の品質確保の促進等に関する法律第７条第２項第１号
　から第３号までに掲げる住宅の種別に係る住宅の品質確保
　の促進等に関する法律施行規則（平成１２年建設省令第２
　０号）第９条第１号から第３号までに定める区分

　東京都渋谷区渋谷１丁目１３番９号

　電話番号　０３ (５４６４) ７７７８

　設計住宅性能評価

　建設住宅性能評価（新築住宅） 

　建設住宅性能評価（既存住宅）

　住宅の品質確保の促進等に関する法律

　第７条第２項各号に掲げる住宅
住宅性能評価を行う

住宅の種類

確認を行う区域 　日本全域

確認を行う住宅の種類 　すべての住宅

業務を行う区域 　日本全域

氏名又は名称 　株式会社Ｊ建築検査センター

代表者の氏名 　代表取締役　丹野 智幸

主たる事務所の所在地

実施する住宅性能評価
の種類

確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票

この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。

登録番号   国土交通大臣　４９

登録の有効期間 　令和３年１２月２５日から令和８年１２月２４日


